
 

 

 

 

第 ６ 回 

 

 

熊本県議会 

 

建設常任委員会会議記録 
 
 

平成24年９月28日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所 第 ５ 委 員 会 室 



 

   第 ６ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 
平成24年９月28日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時59分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第２号 平成24年度熊本県一般会計

補正予算(第５号) 

 議案第17号 平成24年度道路事業の経費

に対する市町村負担金について 

議案第18号 平成24年度流域下水道事業

の経費に対する市町村負担金について 

議案第19号 平成24年度海岸事業の経費

に対する市町負担金について 

議案第20号 平成24年度地すべり対策事

業の経費に対する市町負担金について 

議案第21号 平成24年度都市計画事業、

港湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び

砂防事業の経費に対する市町村負担金

(地方財政法関係)について 

議案第22号 平成24年度九州新幹線鹿児

島ルート博多・新八代間の建設工事の

経費に対する市負担金について 

議案第23号 工事請負契約の締結につい

て 

議案第28号 専決処分の報告及び承認に

ついて 

議案第29号 専決処分の報告及び承認に

ついて 
報告第38号 熊本県道路公社の経営状況

を説明する書類の提出について 
報告第39号 財団法人白川水源地域対策

基金の経営状況を説明する書類の提出

について 
報告第40号 熊本県住宅供給公社の経営

状況を説明する書類の提出について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)に
ついて 

報告事項 
①「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」に係る土

木部関係条例検討状況について   
②ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業

(行程の精査結果)について 
③熊本都市圏総合都市交通体系調査(パ

ーソントリップ調査)について 
④「熊本県建築物耐震改修促進計画」

の変更について 
――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 杉 浦 康 治 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 船 原 幸 信 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長 上 谷 昌 史 

       政策審議監 佐 藤 伸 之 

      道路都市局長 猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 金 子 徳 政 

      用地対策課長 鳥 山 礼 生 
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    土木技術管理課長 西 田   浩 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕 

        河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

        営繕課長 田 邉   肇 

        住宅課長 平 井   章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

     政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第６回建設

常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 まず、先日実施いたしました管外視察につ

きましては、委員全員の御参加をいただき、

ありがとうございました。視察の成果につい

ては、今後の委員会において十分役立ててい

ただきたいと思います。 

 次に、今回付託されました請第23号及び第

25号について、提出者から趣旨説明の申し出

があっておりますので、これを許可したいと

思います。 

 初めに、請第23号について、説明者の入室

をさせてください。 

  （請第23号の説明者入室) 

○森浩二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

 どうぞお願いします。 

  （請第23号の説明者の趣旨説明) 

○森浩二委員長 趣旨はよくわかりましたの

で、後で審査いたしますので、本日はこれに

てお引き取りください。どうもお疲れさまで

した。 

  （請第23号の説明者退室) 

○森浩二委員長 次に、25号をお願いしま

す。 

  （請第25号の説明者入室) 

○森浩二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。よろ

しくお願いします。 

  （請第25号の説明者の趣旨説明) 

○森浩二委員長 趣旨はよくわかりましたの

で、後で審査いたしますので、本日はこれに

てお引き取りください。 

  （請第25号の説明者退室) 

○森浩二委員長 次に、本委員会に付託され

ました議案等を議題とし、これについて審査

を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。また、本日の説明等を行われる際は、執

行部の皆さんは着席のまま行ってください。 

 それでは、船原土木部長に総括説明をお願

いします。 

 

○船原土木部長 今回の定例県議会に提出し

ております議案の説明に先立ちまして、ま

ず、最近における土木部行政の動向について

御報告を申し上げます。 

 ＪＲ鹿児島本線等連続立体交差事業につき

ましては、埋蔵文化財の調査などによりまし

て、事業完了が平成28年度から平成30年度に

なる見込みとなりました。今後とも一日も早

く事業を完了できるように取り組んでまいり

ます。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回提案しております議案は、補正予算関
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係議案１件、条例等関係議案９件、報告関係

３件でございます。 

 初めに、補正予算の概要について御説明い

たします。 

 今回の９月補正予算では、水俣広域公園の

補修整備ほか１件、合計１億2,580万5,000円

の増額補正をお願いしております。 

 次に、条例等関係議案につきましては、公

共事業に係る市町村負担金について６件、工

事請負契約の締結について１件、専決処分の

報告及び承認について２件、計９件の御審議

をお願いしております。 

 報告案件につきましては、熊本県道路公社

を初めとした関係団体の経営状況を説明する

書類の提出について３件を御報告させていた

だきます。 

 その他報告事項につきましては、地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律に係

る土木部関係条例検討状況についてほか３件

でございます。 

 以上、議案の概要等を総括的に説明申し上

げましたが、詳細につきましては担当課長か

ら説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 今後とも各事業の推進に積極的に取り組ん

でまいりますので、委員各位の御支援と御協

力をよろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 次に、付託議案等につい

て、関係課長から順次説明をお願いします。 

 

○金子監理課長 最初に、資料の確認をお願

いいたします。 

 今回は、建設常任委員会説明資料１冊、経

営状況を説明する書類３冊、その他報告事項

４件の資料を用意しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料によりまして、第２号議案平成24年度熊本

県一般会計補正予算の概要について御説明さ

せていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成24年度補正予算資料についてでござい

ます。 

 このページは、土木部全体の予算額の状況

を記載しております。その内訳につきまして

は、上の表の２段目の今回補正額の欄でござ

いますが、一般会計の普通建設事業としまし

ては、県単事業で１億2,400万円の増額を計

上しております。 

 消費的経費につきましては、180万5,000円

の増額を計上しております。 

 合わせまして、一般会計計としまして１億

2,580万5,000円でございまして、補正後の一

般会計の合計予算額は、その１つ下の段でご

ざいますが、1,002億1,891万3,000円となっ

ております。 

 なお、その右の特別会計につきましては、

今回補正額はございません。 

 特別会計を含めた９月補正後の合計額は、

一番右側の合計欄の３段目でございますが、

1,090億967万6,000円となっております。 

 次に、２ページの平成24年度補正予算総括

表をお願いいたします。 

 全て一般会計のみの補正でございますが、

各課の補正額とその財源内訳を記載しており

ます。都市計画課が１億2,400万円、砂防課

が180万5,000円でございます。 

 表の最下段の土木部合計の欄をごらんくだ

さい。 

 財源内訳としまして、地方債が9,000万円

の増額、一般財源が3,580万5,000円の増額と

なっております。 

 今回の補正予算に係る土木部全体の予算の

状況は以上でございます。 

 

○内田都市計画課長 都市計画課でございま

す。資料３ページをお願いいたします。 

 都市公園費でございますが、１億2,400万

円の増額補正をお願いしております。 
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 これは右欄の説明欄のとおり、第33回全国

豊かな海づくり大会の開催場所の一つに予定

されております水俣広域公園におきまして、

老朽化が著しく、早急に補修工事が必要であ

ります公園施設を整備するものでございま

す。 

 以上、都市計画課の補正後の予算は、最下

段のとおり、115億8,808万1,000円でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○古澤砂防課長 砂防課でございます。説明

資料の４ページをごらんくださいませ。 

 補正額の列でございますが、第１段目に砂

防費といたしまして180万5,000円の増額をお

願いしております。 

 内容でございますが、新たに市町村負担金

の返納金といたしまして180万5,000円を計上

しております。これは、荒尾市の下川後田地

区の単県急傾斜地崩壊対策費の事業費確定に

伴いまして、市町村負担金の返納でございま

す。 

 以上、最下段の記載のとおり、補正後の額

といたしまして127億4,282万9,000円の予算

を砂防課として計上しております。 

 砂防課は以上でございます。 

 

○金子監理課長 次に、５ページをお願いい

たします。 

 熊本県が施行する公共事業の給付に対する

市町村負担金について御説明させていただき

ます。 

 市町村負担金につきましては、第17号議案

から第22号議案までの６つの議案を御提案申

し上げておりますが、複数の課の事業で構成

されておりますので、監理課から一括して説

明させていただきます。 

 今回の御提案に当たり、市町村に対しまし

ては、事業計画を十分に説明し、市町村負担

金に係る同意を得た上、提案しております。 

 それではまず、第17号議案平成24年度道路

事業の経費に対する市町村負担金についてで

ございます。 

 左の欄が事業名、右の欄が負担すべき金額

でございますが、単県道路改築事業等３つの

事業について、道路法の規定に基づき、当該

事業に要する経費のうち市町村が負担すべき

金額を定めるものでございます。 

 内容につきましては、昨年と変更はござい

ません。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 第18号議案平成24年度流域下水道事業の経

費に対する市町村負担金についてでございま

すが、熊本北部流域下水道建設事業等６つの

事業について、下水道法の規定に基づき、当

該事業に要する経費のうち市町村が負担すべ

き金額を定めるものでございます。 

 内容につきまして、昨年と変更はございま

せん。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 第19号議案平成24年度海岸事業の経費に対

する市町負担金についてでございますが、海

岸高潮対策事業等４つの事業について、海岸

法の規定に基づき、当該事業に要する経費の

うち市町が負担すべき金額を定めるものでご

ざいます。 

 昨年度との変更点につきましては、今年度

の新規事業である３の津波・高潮危機管理対

策緊急事業を追加しております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 第20号議案平成24年度地すべり対策事業の

経費に対する市町負担金についてでございま

すが、単県地すべり対策事業について、地す

べり等防止法の規定に基づき、当該事業に要

する経費のうち市町が負担すべき金額を定め

るものでございます。 

 内容につきましては、昨年と変更はござい

ません。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 第21号議案平成24年度都市計画事業、港湾

事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業の
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経費に対する市町村負担金についてでござい

ますが、１の単県街路促進事業から10ページ

にかけまして21の事業について、地方財政法

の規定に基づき、当該事業に要する経費のう

ち市町村が負担すべき金額を定めるものでご

ざいます。 

 昨年度との変更点につきましては、住宅市

街地街路整備事業は、熊本市へ権限移譲によ

り、また港振興交付金事業は事業の廃止によ

り、今年度から削除しております。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 第22号議案平成24年度九州新幹線鹿児島ル

ート博多・新八代間の建設工事の経費に対す

る市負担金についてでございますが、全国新

幹線鉄道整備法の規定に基づき、独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う新

幹線鉄道の建設に関する工事に要する経費に

係る県負担金のうち市が負担すべき金額を定

めるものでございます。 

 内容につきましては、昨年と変更はござい

ません。 

 市町村負担金については以上でございま

す。 

 続きまして、第23号議案につきましては、

工事請負契約に関する議案になりますので、

監理課から説明させていただきます。13ペー

ジをお願いいたします。 

 第23号議案工事請負契約の締結についてで

ございます。 

 工事名は、水俣地区新設高校体育館改築工

事。工事内容は、鉄筋コンクリート造一部鉄

骨づくり、３階建て、延べ面積2,922.77平方

メートル。工事場所は、水俣市洗切町11番１

号地内。工期は、契約締結の日の翌日から平

成25年11月25日まで。契約金額は、６億3,00

0万円。契約の相手方は、和久田・松下建設

工事共同企業体。契約の方法は、一般競争入

札でございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 第23号議案の入札の経緯及び入札結果につ

いてでございます。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、上段から、建設工事の種類、共同企業

体の構成員数、格付等級または経営事項審査

の総合評定値、営業所の所在地、施工実績に

関する事項及び配置予定技術者に関する事項

について、記載のとおり設定しております。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は、

入札時に施工計画書等の提出を求め、技術評

価と入札価格を総合的に評価して落札者の決

定をする総合評価方式の適用工事のうち、品

質確保のための体制、その他の施工体制の確

保状況を確認し、施工内容を確実に実現でき

るかどうかについて審査し、評価を行う施工

体制確認型総合評価方式で実施しておりま

す。 

 施工計画としては、周辺道路が狭いという

状況の中で、また生徒及び職員が校舎を使用

しているという中で、ＲＣ造３階建ての体育

館の改築工事を行わなければならないことか

ら、下の表のような課題を設定し、提出され

た施工計画書等の評価に基づく技術評価点を

入札価格で除して算出した評価値が最も高い

者を落札者としております。 

 設定した課題は、品質管理に関する技術提

案として、鉄筋コンクリートの品質及び施工

管理について、及び安全管理に関する技術提

案として、学校関係者及び近隣住民等に対す

る安全対策についてでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には、１つの建設工事共同企業体が

参加し、平成24年７月２日に開札を行い、評

価値を算出しております。その結果、技術評

価点が112.00で、６億860万円の予定価格に

対しまして６億円で入札した和久田・松下建

設工事共同企業体が、評価値18.6667とな

り、落札を決定しております。 

 工事請負契約に関しては以上でございま

す。 
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○亀田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 17ページから19ページの第28号議案と第29

号議案の道路の管理瑕疵に関する専決処分の

報告及び承認について２件でございます。 

 まず、資料の17ページの第28号議案でござ

いますが、詳細につきましては右ページの概

要で説明いたします。 

 本件は、平成24年３月17日土曜日午前３時

ごろ、球磨郡五木村の主要地方道宮原五木線

で、道路左側のり面から落下していた石に普

通乗用車が衝突し、同車の車底部を損傷した

ものであります。 

 和解の相手方には、夜間ではあるものの、

道路状況に応じた適切な運転をしていれば衝

突を回避できた可能性があることを考慮しま

して、自動車の修理費の２割に当たる４万7,

800円を賠償しております。 

 次に、資料の19ページの第29号議案でござ

いますが、同じく右ページの概要をお願いし

ます。 

 本件は、平成24年５月26日土曜午後０時30

分ごろ、玉名市岱明町の一般県道大野下停車

場西照寺線で、大型貨物自動車が道路縦断側

溝のグレーチングふたの上を通過した際、グ

レーチングがはね上がり、同車の車底部を損

傷したものでございます。 

 和解の相手方には、事前にグレーチングの

異常に気づき、グレーチングとの衝突を回避

することは困難であることを考慮しまして、

自動車の修理費の全額に当たる58万1,467円

を賠償しております。 

 道路保全課関係の提出議案につきましては

以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○手島道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 21ページの報告第38号、熊本県道路公社の

経営状況を説明する書類について御説明いた

します。 

 お手元に配付しております冊子により説明

させていただきます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 平成23事業年度事業報告書でございます

が、道路公社の設立目的、事業の概要及び実

施状況を記載しております。 

 次に、２ページをお願いします。 

 松島有料道路の通行台数及び通行料金収入

の状況を記載しております。 

 平成23年度の通行台数は約184万台、１日

当たり約5,017台、通行料金収入は約３億4,0

00万円、１日当たり約93万円と、計画を上回

っております。 

 次に、３ページの貸借対照表でございます

が、これは平成24年３月末現在の財務状況を

示しておりまして、資産の部は、流動資産及

び固定資産を合わせた43億4,110万円余とな

っております。 

 右欄は負債及び資本の部でございますが、

負債は、道路建設のために借り入れました借

入金の残高等でございます。また、資本は、

県からの出資金等でございます。 

 次に、４ページの損益計算書でございます

が、右側の収益の部は、松島有料道路の料金

収入及び松島有明道路の受託業務収入等で、

３億5,980万円余となっております。また、

左側の費用の部は、一般管理費や道路の維持

管理費及び建設資金を償還するための償還準

備金繰入額等でございます。 

 次に、５ページの財産目録でございます

が、これも24年３月31日時点での道路公社の

財産状況でございます。資産を５ページに、

負債を６ページに記載しております。 

 内容は、先ほどの３ページの貸借対照表と

同様でございます。 

 次に、７ページの平成24事業年度事業計画

書でございます。 

 本年度も、料金徴収業務及び道路維持管理

業務を行います。また、昨年に引き続き、松
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島有料道路の維持管理業務を県から受託して

おります。 

 最後に、８ページの平成24事業年度収支予

算書でございます。 

 収入としまして、短期借入金１億5,900万

円余、通行料金収入３億3,900万円余等を予

定しております。 

 支出としましては、一般管理費4,800万円

余、道路管理費9,900万円余、建設費用等の

元金償還金３億400万円余等を予定しており

ます。 

 なお、交通量は、松島有料道路の供用時点

の年次計画で見込んでいました計画台数を上

回っておりまして、道路公社の経営も安定し

ている状況です。 

 以上、熊本県道路公社の経営状況の説明を

終わらせていただきます。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 22ページの報告第39号でございますが、お

手元の冊子、財団法人白川水源地域対策基金

の経営状況を説明する書類に沿って説明させ

ていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 平成23年度事業の実施状況でございます。 

 まず、Ⅰの事業になります。 

 この基金は、白川水系の立野ダム建設に伴

い必要となります水没地域住民の生活再建、

水没関係地域である南阿蘇村の振興に必要な

措置に対する資金の交付及び調査などを行う

もので、平成５年に設立されたものでござい

ます。 

 23年度の事業実績でございますが、23年度

は、南阿蘇村が行う基金対象事業の実施がご

ざいませんでしたので、記の１の水没関係地

域の振興及び環境整備に必要な措置に対する

資金の交付に係る事業はございませんでし

た。 

 また、２のダム建設に伴い必要となる情報

交換及び連絡といたしましては、記載のとお

り、理事会及び評議員会を開催しておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 平成23年度の収支計算書でございます。中

央の決算額の列をごらんください。 

 中段中ほどの収入合計Ｂ、420万1,285円に

対しまして、下から３段目の当期支出合計Ｃ

は、８万2,600円となっております。 

 最下段の次期繰越収支差額は、ＢからＣを

差し引いた411万8,685円でございます。 

 ３ページは、平成24年３月31日現在の貸借

対照表でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４ページは、平成23年４月１日から24年３

月31日までの正味財産増減計算書でございま

す。 

 ５ページは、平成24年３月31日現在の財産

目録でございます。 

 Ⅰの資産の部でございますが、流動資産合

計と固定資産合計を合わせた資産合計は、一

番右の列にありますように、3,411万8,685円

となっております。 

 その下、Ⅱの負債の部ですが、負債はござ

いませんので、最下段の正味財産は資産合計

と同額になります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 24年度の事業計画でございます。 

 １の水没関係地域の振興及び環境整備に必

要な措置に対する資金の交付ですが、24年度

に関しましては、南阿蘇村が行います基金対

象事業の予定はございません。 

 なお、基金対象としては、全部で15の事業

がございまして、進捗率は85％になっており

ます。残る事業といたしましては、スポーツ

広場や公園整備など５事業となっておりま

す。いずれもダムの発生土を活用する予定で

ございますので、今後のダム工事の進展に合

わせて資金の交付を実施してまいります。 

 ２のダムの建設に伴い必要となる情報交換

及び連絡につきましては、理事会及び評議員
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会の開催を予定しております。 

 以上で財団法人白川水源地域対策基金の経

営状況の説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。 

 23ページの報告第40号につきまして、お手

元の熊本県住宅供給公社の経営状況を説明す

る書類に沿って説明させていただきます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 平成23年度事業の実施状況でございます。 

 (1)の分譲事業ですが、光の森で44区画、

宇土・入地ニュータウンなどで18区画、合わ

せて62区画を分譲いたしました。 

 (2)の賃貸管理事業ですが、宇城市内１団

地、熊本市内２団地の合計３団地で合わせて

138戸の公社賃貸住宅を管理、運営するとと

もに、公社ビルの管理事業等を実施いたしま

した。 

 (3)の管理受託住宅管理事業ですが、県営

住宅及び都市再生機構住宅等の管理業務を受

託しております。 

 (4)のその他の事業といたしまして、光の

森において共同分譲における土地賃貸事業を

実施いたしました。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 ２ページと３ページが貸借対照表でござい

ます。 

 まず、２ページの資産でございますが、右

の欄の最上段、当年度の流動資産の合計が22

億7,000万円余となっております。中段から

が固定資産でございます。資産合計といたし

まして、最下段に記載のとおり、41億円余と

なっております。 

 次に、３ページが負債及び資本でございま

す。 

 上段が短期借入金などの流動負債で、８億

2,000万円余となっております。中段が固定

負債でございまして、合計が12億2,000万円

余でございます。下段の資本金の欄でござい

ますが、資本金が1,000万円、これは県の出

資金でございます。剰余金が28億6,000万円

余で、負債及び資本の合計が、最下段のとお

り、41億円余となっております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございます。 

 まず、事業収益でございますが、右の当年

度の欄の最上段、14億8,000万円余でござい

ます。これらの事業に係ります事業原価が11

億6,000万円余で、一般管理費が5,000万円余

となっておりまして、事業利益が２億6,000

万円余、これから経常費用等を差し引いた当

期純利益が、最下段のとおり、１億3,000万

円余となっております。 

 ５ページの剰余金計算書、６ページから７

ページのキャッシュ・フロー計算書、それか

ら８ページから11ページの財産目録につきま

しては説明を割愛させていただきまして、12

ページをお願いいたします。 

 12ページは、平成24年度の事業計画でござ

います。 

 まず、(1)の分譲事業でございますが、光

の森で36区画、宇土・入地ニュータウンほか

３団地で21区画、合わせまして57区画の分譲

を予定しております。 

(2)と(3)の事業につきましては、平成23年

度とほぼ同じ内容の事業でございます。 

(4)のその他の事業としまして、光の森に

おいて住宅展示運営事業を実施することにな

っております。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 平成25年３月31日現在における予定貸借対

照表ですが、負債及び資本の合計が、最下段

のとおり、34億2,000万円余となっておりま

す。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 予定損益計算書ですが、最下段に記載して

おりますとおり、平成24年度の純利益としま

して8,000万円余を見込んでおります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし
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ます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終わ

りましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。議案に対して質問は

ないですね。――なければ、以上で質疑を終

了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第２号、第17号から第23号まで、第28

号、及び第29号について、一括して採決した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」「22号」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、一括採決反対の

表明がありましたので、議案第22号につい

て、挙手により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○森浩二委員長 挙手多数と認めます。よっ

て、議案第22号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

 次に、残りの議案については、一括して採

決いたします。 

 原案のとおり可決または承認することに御

異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認めます。よっ

て、議案第２号外８件は、原案のとおり可決

または承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査にすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いしま

す。 

 

○金子監理課長 報告事項１について御説明

します。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律に係る土木部関連条例の検討状況につ

いて御報告いたします。 

 １番目の背景の２つ目になりますが、昨年

の通常国会において、地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律、いわゆる第１次

及び第２次一括法が成立し、義務づけ、枠づ

けの見直しが進められております。 

 次に、２の土木部関係条例の検討状況です

が、この一括法を受け、国土交通省の所管す

る道路法、公営住宅法、都市公園法、下水道

法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の５つの法律改正が行われた

ため、土木部においても、現在条例制定に向

け検討をしております。 

 本県の地域性等を踏まえて、学識者や施設

利用者等の御意見も聞きながら基準の検討を

進めているところですが、国から示された参

酌基準等も考慮し、道路法及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の

改正に係る基準につきまして、本県独自の基

準を定めたいと考えております。 

 今後、基準等の検討を行い、パブリックコ

メント等を実施し、12月以降に議会提案を行

うこととしております。 

 独自基準の検討状況につきましては、道路

整備課及び都市計画課から引き続き説明いた

します。 

 

○手島道路整備課長 道路整備課でございま

す。 
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 道路関係の条例につきまして、現在検討し

ている内容を御報告いたします。 

 道路関係の条例制定につきましては、これ

まで土木部の道路関係各課の職員等で構成す

る検討会を設置して検討してまいりました。 

 国の基準の課題につきましては、県の出先

機関や設計コンサルタント等とも、アンケー

トを実施し、検討会の中で議論している途中

でございますが、国の基準に準ずることを基

本としつつ、一部独自基準を定めることを検

討しています。 

 最初に、今のページの一番下段のところに

なりますが、道路の構造基準でございます。 

 この条例は、熊本県が管理する県道の構造

の技術的基準を定める条例でございます。そ

の中で、県の独自基準としては、自転車通行

空間等の整備に関する特例規定を設けること

を検討しております。 

 これは、自転車通行空間等の確保を目的と

した整備を行う場合においては、車道や歩道

等の幅員の縮小を可能とする特例の規定でご

ざいまして、例えば現在の道路幅員の中で、

自転車通行帯や歩道を確保することを可能と

するための規定でございます。 

 次に、裏面のほうになります。 

 標識様式等の基準でございます。 

 この条例は、熊本県が管理する県道に設け

る道路標識の様式等の基準のうち、案内標識

及び警戒標識の寸法及び文字の大きさを定め

る条例です。 

 その中で、県の独自の基準としては、案内

標識、警戒標識の寸法の縮小に関する特例規

定を設けることを検討しております。これ

は、景観への配慮が必要な地域に案内標識、

警戒標識を設置する場合においては、標識及

び文字の大きさの縮小を可能とする特例規定

でございます。 

 最後に、移動等円滑化のための道路の構造

基準でございます。 

 この条例は、熊本県が管理する県道のう

ち、移動円滑化、言いかえるとバリアフリー

化でございますが、が特に必要な道路とし

て、特定道路に指定された道路の構造基準を

定める条例でございます。 

 ここで特定道路について補足いたします

と、高齢者や障害者等が利用する施設が集中

し、移動が通常徒歩で行われることから、バ

リアフリー化が特に必要な地区として重点整

備地区に指定された地区内の主要道路が特定

道路となります。 

 熊本県内の重点整備地区としては、熊本駅

周辺地区と健軍町電停周辺地区の２地区があ

り、いずれも熊本市内にございます。ことし

４月に政令市に移行した熊本市内の県道の管

理者は熊本市になることから、現在県が管理

する県道で特定道路に指定された道路はござ

いませんが、将来県が管理する県道が特定道

路に指定する場合に備えるため、今回条例を

制定するものでございます。 

 その中で、県の独自基準としましては、既

存の条例である熊本県高齢者、障害者等の自

立と社会活動への参加促進に関する条例、通

称熊本県やさしいまちづくり条例で定めてお

ります歩道に関する整備基準の内容を踏まえ

まして、歩道に設ける排水溝に関する独自基

準を設けることを検討しております。 

 これは、歩道に排水溝を設ける場合には、

高齢者、障害者等の通行の支障にならないよ

う配慮した構造とする独自基準でございまし

て、具体的には、車椅子のキャスターや視覚

障害者が使用されるつえが排水溝に落ち込ま

ないよう、溝が細かいふたを使用することな

どを想定しております。 

 以上で道路関係の条例の検討内容説明を終

わります。 

 

○内田都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 都市公園で県独自の基準を設けるものとい

たしましては、熊本県が管理する都市公園内
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の園路、広場、駐車場及びトイレなど、人の

移動にかかわる特定公園施設についての構造

基準を定める条例でございます。 

 具体的には、先ほど道路の構造基準と同

様、熊本県やさしいまちづくり条例を参考

に、園路等に設ける排水溝、視覚障害者を誘

導するための部材使用及び案内標識に関する

基準等を設けることを検討いたしておりま

す。 

 以上でございます。 

 続いて、報告事項２のＪＲ鹿児島本線等連

続立体交差事業について御報告いたします。 

 ６月の当委員会におきまして、埋蔵文化財

等の事業推進上の課題について、ＪＲ九州と

確認し、事業への影響を精査していることを

御報告いたしましたが、その結果、上の事業

概要の③事業期間に示しておりますとおり、

平成28年度から、２年延びて平成30年度の見

込みとなりました。 

 工程の精査結果と今後の事業予定につきま

しては、１枚めくっていただきまして２ペー

ジの図面を使って御説明をいたします。 

 まず、資料１の平面図におきまして、全体

６キロメートルのうち青色の帯、うち一般部

約４キロと記載をしておりますけれども、こ

の区間は、上り線、下り線の地上から高架橋

への切りかえ時期は、高麗門踏切付近の埋蔵

文化財調査、検討や保存のための高架橋構造

への変更への対応によりまして、左下の資料

２の工程見込みのとおり、当初①の平成25年

度中ごろから、精査後の見込み⑤の平成26年

度末となりました。 

 次に、資料１の平面図に戻っていただきま

して、右側にある薄い赤色の帯、うち熊本駅

部約２キロと示している区間については、上

り線は、一般と同時に平成26年度末の切りか

えですが、上り線と豊肥本線の切りかえ時期

は、駅部の埋蔵文化財調査や工事への厳しい

制約条件により工程を見直した結果、資料２

の工程見込みのとおり、当初②の平成26年度

末及び③の平成27年度末から、精査後の見込

み⑥の平成29年度末となりました。その後、

線路の撤去工事等を行い、連立事業の完了

は、当初④の平成28年度末から、精査後の見

込み⑦の平成30年度末となりました。 

 最後に、右下にある資料３の高麗門踏切に

おける高架橋構造変更につきまして、県と熊

本市で協議を行った結果、高麗門跡、御成道

跡の遺溝群は重要な文化財であり、今後、県

と熊本市が連携して文化財保護法の規定によ

る史跡指定を目指すとともに、熊本市が主体

的に保存、管理し、最大限活用していく方向

となりました。 

 このため、高架橋の構造を、図の２の柱が

約10メーターのスパンの形式から、図３の約

50メータースパンの形式へ変更し、埋蔵文化

財が可能な限り現状保存できるようにしまし

た。 

 また、工事費の増額分につきましては、熊

本市と協議した結果、現在の連立事業の負担

割合といたしました。 

 今後は、埋蔵文化財調査や工事の準備を進

め、工事着手はことしの12月を予定しており

ます。今後ともＪＲ九州と検討を重ね、一日

でも早く事業が完了できるよう努めてまいり

ます。 

 続きまして、報告事項３、熊本都市圏総合

都市交通体系調査(パーソントリップ調査)に

ついて御報告をいたします。 

 この調査は、熊本都市圏の人の動きを調査

し、今後の交通政策や道路整備の計画策定に

資するため実施するものでございます。 

 ことしの10月から11月にかけて、熊本都市

圏５市６町１村の無作為に抽出した約12万世

帯の方々に、いつ、誰が、どこに、どんな目

的で、どの交通手段で移動したかについて調

べるものでございます。 

 調査方法につきましては、郵送で調査票を

配布し、回答していただくことになります

が、回答方法につきましては、インターネッ
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トまたは郵送にて回答できるようにしており

ます。 

 そのほかに、この実態調査にあわせて、都

市交通、住まい、60歳以上の方の外出に関す

る意識調査や、白川に係る橋梁での交通量調

査及び熊本駅等でのアンケート調査も行いま

す。 

 スケジュールといたしましては、一番最後

に記載をしておりますが、今年度実態調査を

行い、来年度、現況分析、将来交通需要予測

を行い、平成26年度に都市交通マスタープラ

ンを策定することとしております。 

 めくっていただいて、２ページと３ページ

をお願いいたします。 

 ２ページが世帯構成を聞く世帯票、３ペー

ジが個人の行動を聞く個人票となります。調

査票の写しを縮小し添付しておりますが、実

際に各家庭に郵送配布する調査票はＡ３判と

なります。 

 記入方法等につきましては、別途記入例等

を同封し、できるだけわかりやすいようにし

たいと考えております。また、インターネッ

トやフリーダイヤルで問い合わせに対応する

こととしております。 

 なお、参考までに、お手元にＰＲに使用し

ておりますチラシを配付しております。 

 以上で都市計画課の説明を終わります。 

 

○坂口建築課長 建築課でございます。 

 熊本県建築物耐震改修促進計画の変更につ

きまして御説明させていただきます。報告事

項４をごらんください。 

 まず、ページ左側の現行の促進計画の内容

でございますが、この計画は、平成19年３月

に策定しまして、計画期間を平成19年から平

成27年度までの９年間とする計画でございま

す。 

 １の計画の目的、位置づけでございます

が、建築物の耐震改修の促進に関する法律第

５条の規定によりまして、都道府県におきま

しては計画策定が義務づけをされ、また、県

地域防災計画の下位計画としても位置づけさ

れているものでございます。 

 次に、２の建築物の耐震化の現状、目標及

び基本方針でございますが、まず計画策定時

点の耐震化率につきましては、住宅が68％、

特定建築物が79.8％となっています。これら

につきまして、平成27年度までに耐震化率を

90％とすることを目標としております。 

 次に、基本方針としまして、県有建築物の

うち庁舎、保健所等の活動拠点施設につきま

しては、耐震化の目標を平成27年度までに10

0％、特定建築物につきましては95％とする

ことにしております。 

 中段、民間建築物につきましては、耐震改

修促進法に基づく指導及び助言、耐震化促進

への支援、耐震対策の普及啓発、相談体制を

充実することにしております。 

 その他としまして、市町村耐震改修促進計

画策定の推進、被災建築物応急危険度判定体

制の整備等に取り組むこととしております。 

 以上が現行計画の概要でございますが、こ

の計画の内容の一部を今年度変更することに

しております。資料の右側をごらんくださ

い。 

 まず、変更の経緯としましては、昨年３月

11日に発生いたしました東日本大震災によ

り、上位計画でございます県地域防災計画が

大幅に見直しされることになり、見直しの中

で検討されています地震、津波による被害想

定を促進計画に反映させる必要があるため、

計画の内容の一部を変更するものでございま

す。 

 変更の方針としましては、先ほど御説明い

たしました地震、津波による被害想定を反映

した耐震改修の推進、民間の特定建築物の耐

震改修をさらに進めるための重点対策の推

進、地震時の総合的な安全対策を充実するこ

とにしております。 

 次に、主な検討内容としましては、被害想
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定を踏まえまして、重点的に耐震化を促進す

べき地区の選定と、その地区の耐震化を促進

するための施策の検討、現行の計画にはあり

ません津波避難ビル指定に向けた支援策の検

討、災害時に特に必要となります緊急輸送道

路沿いの建築物のさらなる耐震化に向けた施

策の検討、それに東日本大震災で問題となり

ました天井落下防止対策等を盛り込むことに

しております。 

 ４番のスケジュールでございますが、学識

者、建築関係団体の関係者等で構成します検

討会議を設けておりまして、11月から来年３

月までに３回程度開催し、検討を行うことに

しております。パブリックコメントを来年４

月ごろに予定しまして、これを踏まえ、来年

６月に変更内容等を御報告しまして、その

後、一般に公表する予定としております。 

 以上が耐震改修促進計画の現計画と変更経

緯、変更方針の概要でございます。 

 裏面をごらんください。 

 最初に、促進計画に基づきます耐震化の現

状について記載しております。 

 まず、住宅の耐震化率は、策定時68％が、

平成20年度末では72％となっております。住

宅及び特定建築物の最新の耐震化率につきま

しては、今回の調査で確認することにしてお

ります。下段のほうでございますが、県有建

築物の耐震化率につきましては、平成25年度

末までには100％となる予定でございます。 

 表の下段でございますが、促進計画関連の

事業の取り組み状況につきましては、記載し

ておりますが、市町村耐震改修促進計画策定

の推進、県民向けの講演会、技術者向けの研

修会等を実施してきたところでございます。 

 以上でございますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○森浩二委員長 報告が終了しましたので、

質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 道路整備課にお聞きします

が、この土木部関連条例の検討ということで

変更ということでありますが、これは新設道

路に限るとですかね。 

 

○手島道路整備課長 そこも含めて検討して

おるところでございますが、基本的には、大

規模な改良の場合にはちょっと適用しないこ

とを考えておるところでございます。例えば

10キロも20キロもあるようなときに歩道を縮

小するということは、今は考えていないとい

うことです。 

 

○井手順雄委員 私が言いたいとは、例えば

標準断面の見直しとかいうことで考えられて

いるということであるならば、今ある既存の

道路に関しても適用できるのかというよう

な。 

 

○手島道路整備課長 井手委員がおっしゃっ

たとおり、適用できるように考えておりま

す。 

 

○井手順雄委員 そこで、今道路の標準断面

を見てみますと、道路があって、中央分離帯

があって、歩道があって、側溝とか排水溝が

あって、例えば盛り土する場合は、斜めのと

ころがありますな。今の状況でいくならば、

そののり面というのは、芝か、何と言うの、

普通のたたいてただつくるという状況です、

今現在は。 

 ということは、私がよく県道とか国道とか

ずっと見ていくと、もう草がぼうぼう生える

とたいな。それで、また亀田さんあたりが出

ていって掃除せないかぬごたるふうで、そう

いう草刈りとか、そういった要らぬ仕事がふ

えるわけですよ。ならば、こうやって各県で

決められるということであれば、そういうと

ころを石を張るとか草が生えぬような断面に
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するとか、そういうところも検討材料に入れ

たらどうかなと思うんだけれども、いかがで

しょうか。 

 

○手島道路整備課長 今委員がおっしゃった

のも当然あるとは思うんですが、今回の国か

ら求められている構造令の基準の中では、そ

ういうのり面の構造とかいうものを求めるも

のではなかったもので、今回の構造令の条例

化につきましては、まずは国が求めています

県道に対する、全国の構造令に対する基準に

見合うものを考えておるところでございま

す。 

 

○井手順雄委員 余談になるけれども、私が

副議長のとき、議長会がありました。一緒に

議長と代理出席したときに――去年ですよ。

技官か何か知らぬけど、国交省の人が来て説

明されました。私も、そのときに質問しまし

た。そういったところも考えて構造令を変え

てくれぬだろうかと。それはもう県のほうか

ら上げてくださいというようなことを言われ

ましたですよ。 

 今の話じゃ、国がこう変えろと言わしたと

ころだけ変えますとかいうようなニュアンス

ですけれども、こういうところはいかがです

かというのも、やっぱりこれは――どっちみ

ち県の条例で決められるとでしょう。ですか

ら、こうしたらいかがですかと、逆に提案し

たらどぎゃんですか。 

 

○手島道路整備課長 今おっしゃったような

のは、実は提案ではございませんが、県のほ

うでも、のり面で草で困っているということ

で、かなりコンクリートで張ったりとかやっ

てきているところでございます。 

 国に対しても、このようなやり方があると

いうことは提案したことはございますが、構

造令上に規定するということについての提案

は、確かに井手委員がおっしゃるように、や

ったことはございません。今後、構造令とし

て提案できるのかどうかということを含め

て、検討したいと思います。 

 

○井手順雄委員 まあ、小さい話だけれど

も、基本的に県としては、そういった草刈り

手間というのが結構あろうけんが、やっぱり

この辺は、まあ構造令に入れぬでも、特記

で、ここは芝にせなんけれども、コンクリー

トで張ってもいいですよとか、そういった特

記仕様じゃないけれども、そういったところ

の文言を入れられるような状況にしてくださ

い。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩中伸司委員 連続立体交差事業の説明、

これが完成の見込みが２年延びていくという

ことですが、今説明いただいたのに、全く素

人であれですが、資料３のところで、現在の

計画のイメージでは、高架橋のこの10メータ

ー、10メーターになっている今の計画が、今

度50メーターになるということですけれど

も、これは安全面ではもう――そういう技術

は今はばっちりいっていると思いますが、そ

こら辺はどうですか。 

 

○内田都市計画課長 現在の高架橋の構造を

橋梁タイプの高架橋に変えることにつきまし

て、高架橋の橋梁タイプにつきましても、し

っかり安全等を計算いたしまして、大丈夫な

ような構造としてつくる予定でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、当初の計画が

より安上がりだったと思うんですが、かなり

金額的にも張ってくるんじゃないですか。 

 

○内田都市計画課長 当初の現計画の高架橋
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は、高麗門踏切約300メーター区間で、前回

の当委員会でも御報告しましたが、大まかな

計算では約10億かかるということでございま

す。今回の構造変更によりまして、これも大

まかでございますけれども、約20億今回かか

るということでございます。10億の増加、増

額ということでございます。 

 

○岩中伸司委員 倍になっていくということ

ですね。 

 全体の――ずっとこれまでも説明いただい

ているんですけれども、これはＪＲの関連は

どれぐらいこの連続立体交差については、Ｊ

Ｒの負担とかそういうのは、何か今回の延び

たことで変更があるんですか。 

 

○内田都市計画課長 連続立体交差、全体の

中でＪＲの負担割合は７％でございます。今

回の区間につきましては、ＪＲと協議中でご

ざいます。 

 

○岩中伸司委員 ＪＲも、それは基本的に７

％の負担で、今10億程度、倍になるわけです

けれども、きちんとそこら辺は話し合いで詰

めていってほしいと思います。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○早田順一委員 熊本県の建築物耐震改修促

進計画の変更なんですけれども、検討内容と

して、緊急輸送道路耐震化に向けた施策云々

と書いてありますけれども、これは県道だけ

じゃなくて、市町村道路とか国道とか、全部

を含めた上で輸送道路の確保というのを考え

た上で整備をされるわけですかね。 

 

○坂口建築課長 緊急輸送道路につきまして

は、国道、県道を含めて、それと主要地方道

を含めて指定されておりますので、その沿道

に建っております建物につきまして対策を進

めていくということにしております。 

 

○早田順一委員 これは、その道沿いに建っ

ている建物の耐震。 

 

○坂口建築課長 そうでございます。地震時

に、そういう緊急輸送道路沿道に建っていま

す建物が倒壊して道を塞ぎますと、救助とか

避難、それから復旧に非常に支障が出るもの

ですから、国もそういった施策を進めている

ところでございますので、県としましても、

県が指定しております緊急輸送道路沿いの建

築物に対しまして、耐震診断の補助を行って

いるというものでございます。 

 

○早田順一委員 ということは、この民間の

特定建築物の耐震改修、これもちょっとパー

セントがまだ、少しは上がっていますけれど

も、低いんですが、こういったものにもしっ

かりと補助を出して改修に取り組むというこ

とですね。 

 

○坂口建築課長 そうでございます。現在

も、耐震診断につきましては、民間の建築物

に補助を行っているところでございます。さ

らに、重点的にそういった意識の啓発も含め

まして、取り組みを進めていきたいというふ

うに考えております。 

 

○早田順一委員 その補助率というのはどれ

ぐらいなんですか。 

 

○坂口建築課長 耐震診断に関しましては、

国が３分の１、県が６分の１、それから地元

市町村が６分の１でございまして、民間の建

築物の所有者は３分の１の負担でできるとい

うことになっております。 

 

○内野幸喜委員 この中で、主な検討内容の
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ところで、耐震化を促すべき重点指導地区の

選定となっているんですけれども、これはや

っぱり人口要件とか、そういったことになる

んですか。それとも……。 

 

○坂口建築課長 南海トラフを含めまして、

県内の活断層による震度の予想が現在出てい

るところでございます。非常に各地域により

まして震度の予想が少しばらついているとこ

ろもございますし、震度６強という予想も出

ておりますので、そういったところに対しま

しては、さらに市町村も含めまして、住民の

方に耐震改修の意識を強めていただきたいと

いうふうな取り組みを行いたいと思っており

ます。 

 

○内野幸喜委員 それから、このこれからの

スケジュールの中で、有識者検討会議各予定

となっていますけれども、この有識者検討会

議のメンバーというのはどういった方々にな

るんでしょうか。 

 

○坂口建築課長 これは、今地域防災計画の

見直しに関して委員になっていらっしゃいま

す大学の先生がお２人、それから地元の建設

業協会の建築部会長様が１人、それから建築

士会の女性部の顧問の方、それから建築士事

務所協会の会長様というふうになっておりま

す。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 

 それと、最近よく思うんですけれども、県

南振興とかってよく出ていたんですけれど

も、その県南に天草が含まれるのかどうかっ

てよくあるんですが、ここに熊本都市圏パー

ソントリップ調査て、この熊本都市圏という

のは、ここにありましたけれども、５市６町

１村、これはもう明確に定義されているわけ

ですか。そこをちょっと簡単に、済みませ

ん、基礎的なことで。 

 

○内田都市計画課長 明確に定義されている

ということではございませんが、熊本都市圏

を交通という面で捉えたときに、この５市６

町１村を決めておるということでございま

す。 

 考え方としては、熊本市を中心として、周

辺の市町村から約２割以上の通勤通学者があ

るというところ等を考慮して設定したもので

ございます。 

 

○内野幸喜委員 都市圏人口というんですか

ね、そういったときには、例えば玉東町も入

ったりとかしているあれもありますよね、何

か計画とかの中を見ると。だから、そういう

のはどうなのかなと思って。これは交通とい

うことだけでしているわけですか。 

 

○内田都市計画課長 今申したとおり、交通

という面で都市圏を設定したということで、

今内野委員言われましたように、都市圏とい

うことでいろんな定義の仕方がございます。

それによって、どの周辺市町村を入れるかは

異なっているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。――なければ、これで報告に対する質疑

を終了いたします。 

 次に、順番が前後しましたが、請願の審査

に入りたいと思います。 

 まず、請第23号九州北部豪雨による白川氾

濫で浸水した龍田陳内４丁目地区の抜本的な

治水対策に関する請願について、執行部から

の状況説明を求めたいと思います。  

 それでは、説明をお願いします。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 請第23号について御説明いたします。 
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 まず、請願の趣旨は、今回の九州北部豪雨

による白川の氾濫により熊本市北区龍田陳内

４丁目が甚大な被害を受けたことから、住民

の安全、安心な暮らしを確保するために、早

急に抜本的な治水対策を行うことを強く要請

するというものでございます。 

 これに対する県の考えを御説明いたしま

す。 

 今回、これまでに経験したことのないよう

な大雨と形容されました記録的な豪雨によ

り、白川水系全体では家屋の浸水被害が3,00

0戸を超えております。このうち龍田陳内４

丁目地区におきましては、全壊、半壊を含

め、家屋の浸水被害は144戸に上っておりま

す。 

 この地区につきましては、平成２年７月の

洪水でも浸水被害が発生したことから、同規

模の洪水に対しましては、再び浸水しないよ

うに、パラペットのかさ上げ、築堤、さらに

は監視カメラの設置などの治水対策を行って

いたところであります。 

 しかし、今回、その規模を上回る、観測開

始以来最高となる洪水であったとはいえ、結

果として被害が発生したことは、被災者の方

々に対し、まことに申しわけなく思っており

ますし、悔しい気持ちでいっぱいでありま

す。 

 現在、龍田陳内４丁目を含む白川水系全体

の治水対策として、家屋の浸水被害を解消す

ることを基本とした緊急的な河川改修事業の

早期実施に向けまして、国との協議に全力を

挙げて取り組んでおるところでございます。 

 また、ソフト対策としても、台風の来襲時

期に備えまして、警報装置や河川監視カメラ

の追加設置を緊急に実施したところでありま

す。さらに、今後も、来年の梅雨までには水

位計の設置を行うなど、よりきめ細かな情報

提供にも努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 県といたしましては、今回の請願は、龍田

陳内４丁目地区から出されたものではありま

すが、白川沿線の皆様全体の気持ちを代弁さ

れたものと受け取らせていただいておりま

す。白川流域全体の安全で安心できる暮らし

を確保するためにも、また抜本的な治水対策

を強く求める流域住民の皆様の声に応えるた

めにも、改修事業の早期実施に向けまして、

スピード感を持って全力を挙げて取り組んで

まいりたいと思っております。 

 以上が請第23号に対する県の考えでござい

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○森浩二委員長 それでは、ただいまの請第

23号の説明に関して、何か質疑はありません

か。 

 

○内野幸喜委員 まさにこの請願を見て、確

かにそのとおりだと思います。今課長が代弁

されているとおっしゃっていますが、そうだ

と思います。 

 ただ、ここの龍田陳内４丁目地区と限定さ

れているわけですから、やはり私たちとして

は、白川水系全体、流域住民全体の安全を守

るための治水対策というのをやっぱりとるべ

きだと思いますから、そういった意味では、

この点どうなのかなと率直に疑問を感じま

す。 

 

○森浩二委員長 やはり災害として全体で考

えていくべきだと思いますけれども、副委員

長のほうから附帯決議で――これだけ採択す

れば４丁目になりますので、別に附帯決議を

つけて採決したいと思いますけれども、御異

議ありますか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 ちょっと事務局のほうから

附帯決議を今から配付しますので。 

  （附帯決議(案)配付) 

○森浩二委員長 今配付した附帯決議をつけ
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て採決したいと思いますけれども、まず、こ

れを理解していただいて、請願のほうを採決

の後、この附帯決議を採決したいと思います

けれども、それでよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩中伸司委員 さっき説明をされた方の話

を聞いていたら、数字の関係ですが、どこが

正確かなと思ったんですが、豪雨が１時間に

100ミリでここには出してあったんですが、1

08ミリとおっしゃいましたし、その後、24時

間に500ミリと書いてあったのを、600ミリと

いう表現だったようなんですが、そこら辺は

どなたか――これはもう請願者の言い方です

ので執行部に聞くのもおかしいんですが、ち

ょっと私も正確にわからないもので、わかれ

ば。正確さがちょっと。 

 

○林河川課長 お尋ねの件につきましては、

あいにく手元のほうに資料がございませんの

で、後ほど委員長の御了解をいただいて御報

告させていただきたいと思います。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 それでは、請第23号は、附帯決議をつける

ということで採決したいと思いますけれど

も、採決で御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 では、次に、附帯決議(案)

も採決でよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、請第23号は、採

択ということでよろしくお願いします。 

 次に、請第25号について審査したいと思い

ます。 

 請第25号立野ダムの拙速な建設に反対する

請願については、執行部からの状況説明を求

めたいと思います。 

 それでは、説明をお願いします。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 請第25号について御説明いたします。 

 請願の趣旨は、立野ダムについて、その効

果や悪影響を慎重に審議し、あわせてダムに

よらない治水対策案を優先し、十分検討する

ことを求めるという内容でございます。 

 請願者は、請願の理由として、大きく２点

の主張をされておられます。１点目は、立野

ダムを含む現行の河川整備計画についてであ

ります。 

 請願者は、白川の上流、中流域では、立野

ダムを含む現行の河川整備計画では本来の洪

水には対処できないこと、また、河川の掘削

や拡幅など、急を要する河川整備を優先させ

ることという主張でございます。 

 ２点目は、立野ダムの効果や環境への影響

についての指摘でございます。 

 立野ダムの効果につきましては、請願者

は、想定以上の洪水ではダム貯水池が満水に

なり、洪水調節が不能になること、また、環

境に与える影響については、請願者は、国立

公園の広大な自然を水没させること、さら

に、洪水時には貯水池内に土砂が堆積し、長

期にわたって下流の白川を濁すなどの主張を

されております。 

 これに対する県の考えでございます。 

 立野ダムにつきましては、現在国において

検証が行われております。去る９月11日の検

討の場におきまして、国からダム案とダムに

よらない治水対策案に関する比較検討と総合

評価案が示されたところであります。 

 総合評価では、コストや時間的観点から見

た優位性、さらには環境への影響をできる限

り回避、低減するとの考えも示されておりま

す。そのため、国が示した、最も有利な案は

立野ダム案であるという考え方は、県として

も評価できるものと考えております。 

 ただ、今回の請願にもありますように、県

には、県民の方から、立野ダムに対する効

果、環境あるいは安全面などについて不安の
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声も寄せられております。このため、国に対

しては、そのような意見に対して、住民への

十分な説明責任を果たすとともに、流域市町

村の意見や要望を十分踏まえた上で、迅速に

対応方針を決定するよう求めてまいりたいと

思います。 

 なお、ダム検証の手続としましては、国が

定めた検証手続にのっとって進められており

ます。先週末から今週にかけては、関係住民

あるいは学識経験者からの意見聴取が行われ

たところであります。 

 今後、関係地方公共団体からの意見聴取、

国の事業評価監視委員会あるいは有識者会議

などを踏まえて、最終的には国土交通大臣が

立野ダム事業に係る対応方針を決定すること

になっております。 

 以上が請第25号に対する県の考えでござい

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○森浩二委員長 ただいまの請第25号の説明

に関して、質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 ちょっとお聞かせくださ

い。穴あきダムというようなダムをつくろう

ていうような話ですけれども、現在の河床か

らどれくらい上――まだはっきりはしとらぬ

でしょうけれども、のところに穴をあけると

か、そういうのははっきりしているんです

か。 

 

○林河川課長 今回建設します立野ダムにつ

きましては、流水型ダムということで、ちょ

うど放流口でございますけれども、放流口の

位置が河床高の高さになります。ですので、

河床が連続したような形になります。 

 

○井手順雄委員 なら、大雨のときは、その

放流口を堰か何かでとめるわけ、洪水調節す

るときは。 

 

○林河川課長 立野ダムにつきましては、ゲ

ートを有さない自然調節方式のダムになりま

すので、一応穴があいただけのタイプになり

ます。 

 通常、開発行為などでそういった施設があ

りますが、オリフェスと申しますけれども、

いわゆる堤防の中にそういった穴をあけて、

その穴の大きさで洪水調節を行うというタイ

プでございます。 

 このタイプのダムにつきましては、県のほ

うでも３ダムほど、例えば石打ダムですとか

亀川ダムですとか、そういったタイプのダム

はございますけれども、放流口の位置という

ことでいいますと、多目的ダムでございます

ので、割と高いところに、河床から高い位置

にそういった放流口はございますけれども、

今回の立野ダムにつきましては、流水型ダム

ということで、河床の高さの位置に放流口を

設けるという計画になっていると。 

 

○井手順雄委員 ということは、阿蘇の火山

灰あたりが、今回有明海のほうに、もう何十

万か何百万立米かわからぬわけですけれど

も、流れてきとるわけですが、そのダムをつ

くっても、そういった土砂というのは流れて

くるということですたいね、要は。そこにた

めて、例えば何年かに１回はそこで取って撤

去するということはできないわけですね。 

 

○林河川課長 国によりますと、今回洪水時

に流水とともに流入した土砂というのは、一

時的に洪水期間中だけ貯水池内に一応堆積す

るということで、洪水の水位の低下に伴って

土砂については流出するということですの

で、いわゆる土砂をとめるという機能を確保

しているものではないということでございま

す。 

 

○井手順雄委員 流木はどうですか。済みま
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せん、つくる前提で質問しております。 

 

○林河川課長 流木につきましても、国のほ

うにいろいろお伺いしておりますけれども、

国によりますと、立野ダムについては、模型

実験を一応されまして、流木による閉塞は発

生しないということを一応確認しているとい

うことをお聞きしています。 

 それから、流木対策ということで、いわゆ

るその放流口の部分にスクリーンを一応設け

るということで閉塞することを阻止すると。

仮にたまった場合ですけれども、洪水後にス

クリーン周辺の流木については撤去するとい

うふうにお聞きしております。 

 さらに、ダムの上流に、洪水時に流れてき

ます流木ですとか、それから石もございま

す、巨石も、そういったものについては、受

けとめるためのスリットダムというものを上

流側に設けると、そういう計画もあるという

ふうに国のほうからはお聞きしております。 

 

○井手順雄委員 流木はわかりました。 

 私が一番懸念するのは、阿蘇の火山灰なん

ですよ。もうあれは粒子が小さいけん、有明

海まですぐ来るんですね。そうした場合、今

もなっていますけれども、やっぱりヘドロ化

して二枚貝の生息がなかなか難しくなってく

るという状況がありますから、そういうダム

をつくるならば、あらかた土砂もとめるよう

な対策もちょっと考えてくれと要望で国交省

のほうに言ってくれんですか。その辺もお願

いします。全部流れるのをとめるんじゃない

んです。そういう洪水時期に、どんと来ぬよ

うな対策ですたいな。通常来てよかですけん

が、そのかわり、その洪水時期に、今回の災

害のように――有明海はもうここら辺までた

まっとっとですよ。見たらびっくりします

よ。そういうのがないようなダムにしてほし

いなということを国に対して要望しとってく

ださい。 

 以上です。 

 

○林河川課長 井手委員の御意見につきまし

ては、国のほうにもお伝えしたいと思いま

す。 

 ただ、土砂の発生源対策ということを考え

ますと、発生場所、オンサイトでそういった

阻止というか、いろんな治山対策ですとか、

砂防対策ですか、そういった措置をすること

が重要かなというふうには思っております。 

 

○西聖一委員 今、井手委員が砂の心配をさ

れていましたけれども、私たちが反対という

か、拙速だと言うのは、穴あきダムの工法で

今つくっているのは全部で３つぐらいあると

いう話でしたけれども、まだそこは水害の洪

水調整をした事例がないわけですよね。本当

にその洪水調整ができるのかというのが、そ

もそもの問題点としてあるんですよ。 

 それと、ヨナですよね。火山灰が相当出る

と私たちは見とっとですよ。逆に、ダムに相

当たまるだろうと。５メートル四方の穴が３

カ所あくんですけれども、そこはすぐ塞がる

だろうと。水害が終わった後、穴の周辺は流

れるけれども、そこにはもう圧倒的な土砂が

堆積するんじゃないかと。それが２回、３回

繰り返せば、すぐ満水になるような状況を今

想定しているわけですよ。 

 今までの白川の大水害というのは、水圧も

もちろんですけれども、やっぱりヨナなんで

すよね。ヨナが堆積する水害なんですよね。

阿蘇は特に火山灰土ですから。だから、加藤

清正も、菊陽でその泥がたまらぬように施工

しているんですけれども、いかに泥を流すか

が、白川の場合、治水対策としては必要じゃ

ないかと私は思うんですね。 

 だから、質問したいのは、土砂が多分たま

るだろうということで、その土砂のしゅんせ

つは国が責任を持ってするんですかというこ

とをちょっとお聞きしたいです。 
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○林河川課長 ダムサイトにそういった土砂

が堆積しました場合には、当然、河川管理の

一環、ダム管理の一環として、そういった対

策がとられるというふうには思っています。 

 

○西聖一委員 間違いないですか。また県の

負担になるなら、今900億円が一番安い案と

言っていますけれども、ずっと毎年そういう

メンテナンス費用がかかるのであれば。 

 

○林河川課長 治水上の支障が生じたという

場合になれば、当然これは管理者として対応

すべき内容だろうというふうに思います。 

 

○岩中伸司委員 このダム建設で、結局、水

害を防ぐということで、水位はどれくらいダ

ムをつくることで下がると見ているんです

か。 

 

○林河川課長 先日９月11日に、検討の場と

いう中で、治水の効果について国のほうから

御説明がございました。 

 その内容でございますけれども、国のほう

では、今回の洪水で言いますと、代継橋で約

2,300トンぐらいの洪水が流れたというふう

な報告がございました。ただ、立野ダムを含

めます整備計画メニュー、これは完成します

と、今回の洪水であれば、河道の目標流量で

あります2,000トン以下の毎秒1,900トンにな

るということが一応御報告されております。 

 そのときの効果ですけれども、整備計画の

メニューが完成していたとした場合の効果と

しましては、代継橋付近で約55センチ、大甲

橋付近で約85センチ、県管理区間になります

けれども、龍田陳内４丁目付近で約１メータ

ーぐらいの水位低減効果があるだろうという

ふうにお聞きしております。 

 

○岩中伸司委員 国の説明でそういうことだ

ったということですけれども、このダムその

ものは、国も凍結をして、一旦もう建設もち

ょっとやめようというふうな方向になってい

たのを、拙速に今回出しているんですが、知

事も、すぐそれにやっぱり賛同するというこ

とですので、もう少し慎重にやらないと、私

たちがいろんな資料をもらっているのからい

けば、ダムをつくっても20センチ程度しか水

位は下がらないという、そんな資料ももらっ

ているんですけれども、だから、国が出す資

料が本当に正確なのか、素人が考えてみれ

ば、穴あきダムは穴があいているわけで、常

に流れているわけですので、そこで90メート

ルの高さのダムといっても、私は、雨量は、

よそからも流れてくるし、そう簡単に水害を

防ぐようなダムの構造にはならないんじゃな

いかと思うんですよね。 

 だから、もう少しやっぱり慎重に検証をや

っていかなければ、早急に――今後ダム建設

に使っていくとすれば、治水のいろんな護岸

工事を含めて、早急にやらなければならない

費用が出てこないという、そういう治水対策

になっていくんじゃないかという心配をする

んですよね。 

 ですから、もう少し、判断を早目にするん

じゃなくて、もっとやっぱり検証すべきと。

この前も、公聴会の中では、40名の参加で、

18名が全員問題があると地元から心配の声が

上がっているわけですので、私は、県として

も、この立野ダムを推進していくという方針

は、やっぱり間違いではないかと思うんです

ね。やっぱりもう少し慎重に、あらゆる方面

で検討を重ねなければならないと思いますの

で、そこら辺は、まあ執行部に伺っても、そ

れはそうじゃないという、そんなやりとりだ

ろうと思いますが、私の意見はそういうこと

で言っておきます。 

 

○内野幸喜委員 私は、この請願に対しては

不採択ですね。 
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 まず、ここに拙速なとありますけれども、

国としても手続にのっとった形でやっている

わけですから、決して私は拙速だとは思って

いません。 

 また、もう１つ、熊本市が事業推進をお願

いしているわけですから、それに対して、県

議会として、それに反対すると捉えられるよ

うな請願というのは、やっぱり私は採択すべ

きではないと思います。 

 

○森浩二委員長 今のは要望でよかっです

か。 

 

○内野幸喜委員 要望じゃなくて、私の反対

の理由ですね。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑は。 

 

○井手順雄委員 これに書いてありますよう

に、例えば河川の整備をそれよりか早くせろ

というようなニュアンスで書いてあるように

ありますけれども、このダムの予算と通常河

川整備の予算というのは、例えば平たく言え

ば、ダムをつくるけん、標準の河川整備のお

金はダムに回しますよとか、国は分けて出す

んですかね。どぎゃんですか、そこら辺のニ

ュアンスというか。 

 

○林河川課長 予算配分する側の国交省では

ありませんので、詳細についてはわかりませ

んけれども、通常の改修については、通常の

やっぱり全国的なベースの中での予算の配分

がなされます。ダムの場合につきましては、

いわゆる例えますと特急券みたいな話になり

まして、短期的に完成させるということで集

中投資が行われるのが一般的でございます。 

 

○井手順雄委員 それなら安心たいな。 

 

○西聖一委員 類型はそうでしょうけれど

も、結局、今回の水害で言われているのは、

大津、菊陽は県の管轄だったけれども、河川

整備計画はできていなかったと。それを、う

がった見方をすると、もうダムができるけん

要らぬだろうという意見が反対意見としてあ

るわけですよ。だけん、ダムがあろうがなか

ろうが、整備計画をまずきちっとそれをしな

さいと、これが反対の大きな理由もあるけん

ですね。ダムができれば、多分軽減はできる

でしょうけれども、その前にやっぱりやるべ

きことが先にあるんじゃないかというところ

を見てほしいんですね。 

 

○森浩二委員長 答えは要る。 

 

○西聖一委員 いや、もういいです。それは

もうかみ合わないです。 

 

○森浩二委員長 ほかに。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 ちょっと１つ私が聞きたい

んですけれども、この請願の中で、下から６

行目かな、「雨水の河川への流出を抑制する

方策が必要です。」て、河川へ流れ出ないよ

うに雨水ばするとにはどぎゃんするとよかつ

かなと思うてですね。 

 

○林河川課長 一般的に都市河川あたりで

は、こういった流出抑制ということでいろん

な対策が行われておりますけれども、例えば

具体的に言いますと、公園ですとか、学校で

すとか、そういった地下貯留と申しますか、

そういった敷地を利用して抑制策をするとい

うタイプはございますけれども、河川整備計

画に位置づけるほどのその効果という点で

は、１カ所１カ所ではなかなかその効果とい

うのが発揮しにくいというか、評価しにくい

という状況はございます。 

 

○森浩二委員長 結果的には小さなダムをい
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っぱいつくりなさいということかな。それ

か、また遊水地をつくるとか、そういう意味

かな。 

 

○林河川課長 遊水地並みの流出抑制対策と

いうことになりますと、相当な数の抑制対策

が必要になるかと思われます。 

 

○森浩二委員長 だから、阿蘇の議員さんた

ちが言わすとです。要するに、阿蘇はつかれ

というようなこれは文言じゃないかというよ

うな言い方もされるわけですよ、今度みたい

にですね。わかりました。 

 ほかに。 

 

○渕上陽一副委員長 予算の話とか、先ほど

ダムをつくれば10年ぐらい要するということ

でありますが、その前にやるべき、今委員長

が言いました、雨水を河川に流さぬ方法であ

るとか、河川の拡幅や掘削という話がありま

した。まあ、ダムをつくれば10年ぐらいでで

きるという話ですけれども、先ほど請願の23

号では、早く抜本的な治水対策をということ

で請願までされておるわけでありますけれど

も、掘削や拡幅をするのにどのくらいあれば

できるんですかね、それだけ。 

 雨水の量とすれば、ここに書いてある、想

定している洪水を調整――まあ、予定しとる

雨で済めばよかっですけど、それ以外なら、

ダムであろうと河川であろうと、大体想定し

た範囲の中でしか工事はやらぬわけでしょう

からですね。１つは、工事的に、掘削や拡幅

でどのくらい時間があったらできるんです

か。 

 

○林河川課長 効果が発現する期間という観

点で申しますと、確かにダムというのは、今

お聞きしている中では10年間工期がかかりま

すので、その間については治水効果というの

は発現しません。ただ、10年後には、所定の

機能が一気に期待できると。それに対しまし

て、掘削ですとか引き堤とか、そういったや

つにつきましては、その実施した部分につい

てはスポット的に、ローカル的に効果は発現

しますけれども、いかんせん距離が非常にご

ざいますので、ダムが今10年ですけれども、

今想定している区間の全ての、いわゆる河川

改修事業をするには相当な時間がかかるとい

うふうにお伺いしております。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、これで質疑を終

了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第25号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」｢不採択」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 採択、不採択の両方の意見

がありますので、採択についてお諮りいたし

ます。 

 請第25号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○森浩二委員長 挙手少数と認めます。よっ

て、請第25号は、不採択とすることに決定い

たしました。 

 次に、その他の件に入ります。 

 その他の件で、質問は。 

 

○井手順雄委員 監理課にお聞きしますけれ

ども、今般、災害が出て、復旧工事を取り急

がなくちゃいけないと。現時点において、大

体どれくらいの工事本数がこの災害関連で出

ているのかわかりますか。 

 

○金子監理課長 まだ災害査定中でございま

す。それと、あと用地関係がこれから入りま

すので、まだ発注本数までは確認できており
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ません。 

 

○井手順雄委員 大体いつごろから本格的復

旧にかかるという状況になるのかなというふ

うに思いますが。 

 それと、あと想定される、例えば阿蘇地区

では災害箇所が何カ所あるから、工事的には

どのくらい出るとか、陳内あたりはどういっ

た工事をするからこのくらいの工事が出ると

か、そういった想定はないのかな、今の状況

の中では。 

 

○金子監理課長 まず、時期の関係ですけれ

ども、これから事業採択、そして用地買収に

入っていきますので、用地に入るのが多分年

末ぐらいになるんじゃなかろうかと。 

 あと、事業について、阿蘇のほうは災関緊

が16カ所と聞いておりますので、それが１カ

所１工事になるかどうかわかりませんけれど

も、災関緊だけの工事で16カ所、あと龍田関

係については、用地が必ずかかると思います

ので、家屋もかなりかかると思いますので、

用地関係が終わらないと工事に入れないと。

用地が絡むものについてはですね。ただ、用

地が絡まないものについては、災害復旧はす

ると思いますけれども、現時点でのちょっと

工事の状況については、まだ今のところ把握

しておりません。済みません。 

 

○井手順雄委員 また台風とか――もう来ぬ

でしょうけれども、この工事発注前にまた災

害が起きてまたなったとなれば大変だけん、

早目にこの災害復旧というのは取りかかって

いただきたいと。そして、用地が絡まない場

所とか、できる場所等々あると思うんです

よ。その辺から優先的にしていくとか、そう

いったことも必要だろうと思いますので、早

急に行ってください。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 それでは、ほかに。 

 

○早田順一委員 ２点、砂防課にお尋ねしま

すけれども、土砂災害のとき、土砂災害警戒

区域とか特別警戒区域とありますけれども、

今郡部あたりでは、小学校とか保育園とか、

いろんなそういう施設の統廃合があって、そ

の建物を再利用というか、そこに持ってくる

のかあるいは廃校になるものを地域で何かま

ちづくりのために利用しようかという、そう

いうことが出てきています。これは、県全体

そういったことが今もあるし、これからもっ

と出てくると思います。 

 そうなったときに、土砂災害警戒区域、特

別区域に入っているところに関して、この資

料を見ると、安全性が確認できれば都道府県

知事の判断によって許可をされるというよう

に書いてあるわけですね。これはあくまでも

開発行為をするときですね。だから、許可を

されると。だから、そういった今ある既存の

施設もこれに当てはまるのかどうか。 

 それと、あとは市町村が、例えばこういう

基準で安全ですからと県に言った場合に、そ

の辺は県としてどういう判断をされるのかで

すね。その環境にもよると思いますけれど

も。ちょっとその辺をお聞きしたいんですけ

れども。 

 

○古澤砂防課長 早田先生のお尋ねでござい

ますが、土砂災害警戒区域の中で、非常に土

砂災害によって建物被害が想定されるところ

を赤く、レッドゾーンと言っております。そ

れから、土砂が来ても人家等への被害は少な

いところ、そこをイエローゾーンという形で

上げております。 

 お尋ねの、恐らくレッドゾーン、建物被害

があるところにつきましては、そういった土

砂災害でも耐え得る建物は建てられるという

形になっております。そこにつきましては、

建築のほうの確認の中で、そういった土砂流
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が来ても大丈夫な構造であれば、県のほうも

確認をおろしていくという形になっておりま

す。 

 それからもう１点、中山間部では、小学校

だとか、いわゆる公民館だとか、そういった

ところも、恐らく避難場所だとかいうこと

に、そういったイエローゾーンのところが指

定されているところがあろうかと思います。 

 ただ、我々のほうのイエローゾーンのとこ

ろは、土砂災害があるだろう、ただ、家のほ

うの被害はないけれども、例えばそこに避難

される方々の避難通路等を考えるときには、

余り好ましくないだろうというふうに考えて

おりますけれども、ただ、その地域にそうい

った場所しかないとなれば、やっぱり各市町

村のほうでの一時避難だとか避難場所として

指定されることはやむを得ないのかなという

ふうに私どもはちょっと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 それじゃ、例えば市町村

が、どうしても予算上そこに公共施設という

か、小学校とか、例えば保育園を持ってきた

いと、レッドゾーンのところにとなったとき

に、大丈夫ですよと県に出しますよね。県

も、オーケーですよと印鑑を押します。もし

も災害が起きた場合には、これは誰の責任に

なるわけですか。 

 

○古澤砂防課長 基本的にレッドゾーンのと

ころでは、いわゆる構造的な計算をするとい

う形になると思うんですけれども、そこのほ

うの、我々のほうですけれども、まだ正直な

ところでございますけれども、まだ事例はご

ざいません。ございませんというか、まだこ

れからたくさん出てくるかなと思っておりま

すけれども、先ほど言いましたが、基本的に

はレッドゾーンのところには建てないでほし

いということはございますけれども、そこ

に、それを防御する、補強された建物を設計

されるのであれば、その基準に合致すれば建

築は許可されるのかなというふうに思ってお

ります。 

 そのときの、じゃあ許可したけれども、ま

あ予期せぬと言っちゃ失礼でございますけれ

ども、そういった災害のとき、誰の責任かと

言われると、これはやはり自然災害の中でご

ざいますので、許可した者というよりも、や

はり自然災害という中での範疇と私どもは考

えております。 

 

○早田順一委員 ということは、市町村が安

全確認をきちんとして県に提出すれば、県は

許可をするんですよね。事例はないとおっし

ゃいましたけれども。それでよろしいんです

ね。そこの確認。 

 

○古澤砂防課長 構造上のチェックをさせて

いただくことはございます。どういうものを

防御するか、例えば建物の補強だとか、それ

から外壁にそういったものをつくるだとか、

そういったものが当然必要になってくるのか

なというふうに考えております。 

 

○早田順一委員 構造上の基準というのは、

国の法律にのっとってするわけですかね。 

 

○坂口建築課長 今砂防課長が申しましたよ

うに、想定されます土砂の圧力に耐え得るよ

うな防御の構造物を設けることが１つと、そ

れから、土砂が建物の、例えばピロティー構

造というのがございますが、建物を柱だけに

して下に流れるような構造といったものが例

示されているところでございます。 

 ただし、市町村が、どうしてもそういった

レッドゾーンに建物を建てたいというときに

は、先ほど砂防課長が申しましたように、や

はりそこは自然災害の発生が予想されるとこ

ろでございますので、できるだけそういうと
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ころには建てないようにということをやっぱ

り県としては指導するということになってま

いります。 

 

○早田順一委員 いや、今建っているんです

よ。今建っているところを利用しようとする

ときですよ、今建っているものを。そこにレ

ッドゾーンがあるときですよ。 

 

○坂口建築課長 学校をその他の用途に変更

する場合につきましては、用途の内容により

まして建築確認が必要になる場合がございま

す。そのときには、その状況によりましてち

ょっといろんな条件があると思いますので、

現在ちょっとここでお答えすることはできな

いかもしれませんが、状況を確認した上で、

安全には十分気をつけた形で確認を出してい

ただくということになると思います。用途変

更の確認ということになりますけれども。 

 

○早田順一委員 わかりました。 

 もう１点、アートポリス事業の件なんです

けれども、今、アートポリス、私も前に１回

質問をさせていただきましたけれども、いろ

いろ資料もいただいておりまして、このアー

トポリス事業のデザイン性とか、やっぱり目

立つ建物といいますか、非常にこの事業に対

しては、私は、すばらしい事業をされている

なというふうに思っております。 

 ただ、これは、例えば、例えばというか、

１つの事例で申し上げますと、県立の球磨工

業の管理棟の建築を今されておりますが、非

常に木造を使って大変ありがたく思っており

ますけれども、ただ、非常にデザイン性を最

初に、一番にやっぱり持ってこられるもので

すから、施工がかなり難しくなってきている

んですよね。そういったことで――まあ、こ

れに限らず、例えば木工事とか、あと例えば

ＲＣとか、そういう変わった建物をつくる場

合には、地元の企業が果たしてそれに対応で

きる技術力を持っているかどうかということ

なんですよね。 

 せっかく熊本県でこういったアートポリス

事業をされて、県外からあるいは海外から見

に来られるということでありますけれども、

元請さんは地元であっても、いざその工事を

するのは、やはりいろんな軀体工事だろう

が、電気屋、水道、いろいろ業者があります

けれども、そこの技術力が最もやっぱり求め

られると思います。そういったことで、アー

トポリスをするときに、下請、協力会社を他

県の業者にしては、これは私は意味がないの

ではないかなというふうに思っております。

そういったことで、その担当課の人のちょっ

と御意見をお聞きしたいんですけれども。 

 

○田邉営繕課長 営繕課でございます。 

 今具体的に球磨工業高校の管理棟というこ

とでお話がございまして、この建築物につき

ましては、現在営繕課のほうで工事を行って

おります。 

 ７月19日からの工事で、来年の７月12日ま

でということで行っておりまして、委員のお

っしゃるとおり、これはアートポリスの建築

物ということで、構造が杉の角材を束ねた逆

三角形の壁で構成するという形状のものでご

ざいます。 

 ただし、この逆三角形の壁の部分につきま

しては、一般に流通しております角材を束ね

て壁をつくるといった構造方法をとっており

まして、その工法につきましては、県内の業

者で加工が可能であるということを確認して

設計を進めております。 

 また、発注につきましては、県内の施工業

者のＡ１業者のジョイントベンチャーで受注

していただいておりまして、今基礎工事を行

っているという状況でございます。 

 

○早田順一委員 たまたま例として球磨工業

のことを出しましたけれども、要は、その設



第６回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成24年９月28日) 

 - 27 - 

計者の人が、県外の優秀な設計者プラス地元

の設計者ということでなっています。それは

設計事務所の技術力を上げるためにそうやっ

てされているんだと思いますので、私が言い

たいのは、地場の中小企業を県として育てる

気があるのかどうかなんですよ。 

 要は、結局、昔ある県会議員さんが言われ

ておりましたけれども、このアートポリス事

業が実験台に使われちゃやっぱり私は困ると

思うわけですよ。だから、全てが、やはり中

小企業の人が、技術力も県のほうで指導する

ようにして高めていって、そして、その中小

企業が県外にも出るような、そういう取り組

みをしていただかないと、結局、アートポリ

スはつくった、まあ元請は地元としても、そ

の下請あたりは全部県外からとかそうなって

くると、私はそう意味がないのではないかな

という思いがありますので、今こうやって申

し上げているわけですので、その辺の意気込

みを私は聞きたいんですよ。 

 

○田邉営繕課長 まず、営繕課で発注してお

ります工事につきましては、仕様書の中に、

下請業者について、県内企業の採用に努める

ことということを明記しておりますし、今回

の工事におきましても、当初の説明におきま

して、業者に対してその旨を伝えているとこ

ろでございます。 

 今回の木工事につきましては、先ほど申し

ましたように、現在基礎工事中ということ

で、まだ木工事に至っておりませんけれど

も、下請報告書という形で、これは下請の契

約がなされて２週間以内に下請報告書が提出

されるということになっております。 

 今回、まだ下請報告書は提出されておりま

せんが、この件につきまして、施工者に電話

で確認したところ、県内業者と下請契約をし

ているといったことの報告を受けているとこ

ろでございます。 

 

○早田順一委員 それでは、過去のアートポ

リスの事業で、そのデータを、後で構いませ

んので出してもらえませんか、県内の企業を

どれだけ使っているかというのをですね。そ

れを聞かないとちょっと……。 

 

○坂口建築課長 現在、木造の関連で、アー

トポリスの施設が16施設できております。今

委員が申されましたことにつきまして調べま

して、後ほど御報告させていただきたいと思

います。 

 

○早田順一委員 木造だけじゃなくて、アー

トポリスですよ。アートポリスの事業に関し

てですよ。木造以外でもですよ。地場企業を

育てるという意味で、率がどうなっているか

ということですよ。 

  （｢全委員に」と呼ぶ者あり) 

○坂口建築課長 アートポリスがもう25年た

っておりまして、県事業だけではちょっとご

ざいませんので、市町村のそういった古い事

業につきまして、原議はもう廃棄されている

ようなところもございますので、調べられる

だけ調べさせていただきたいと思います。 

 

○森浩二委員長 全委員に配付してくださ

い。 

 

○坂口建築課長 はい。 

 

○早田順一委員 要は、そのプロポーザル方

式とかでされていますけれども、結局、審査

員さんというのは、伊東先生を中心にされて

いるわけですよね。だから、県として、その

プロポーザルが終わった後にいろいろ言うん

じゃなくて、その前に、やっぱりこういう建

築の有名な先生方に、地場企業を育てるため

に、設計だけじゃなくて、中小企業も下請も

含めて、育てるような設計をしてください

と、そういうお願いをしてもらえませんか
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ね。 

 

○坂口建築課長 現在のアートポリス要綱の

中にも、実は県産木材等の活用に努めること

を要綱の中にうたっておりまして、設計士の

選定に当たりましても、そういった点を念頭

に置いて選んでいただけるよう、今後とも努

力していきたいと思っております。 

 

○早田順一委員 木造だけじゃなくてです

よ。 

 

○坂口建築課長 はい、わかっています。 

 今早田委員から御質問ありましたのは、例

えば建築の場合ですと、非常に多種多様な下

請がございます。何十種類という下請がござ

いますけれども、主要なものということで考

えてよろしいでしょうか。下請の状況でござ

いますが。 

 

○早田順一委員 だけん、アートポリスとし

てその技術力が要るところですよね。みんな

できるとかじゃなくて、やっぱりここがメー

ンだというような技術力が要るところが県内

企業でできているのかどうかですよ。 

 

○坂口建築課長 わかりました。施設ごとの

そういった特徴のあるところを、県内企業が

できているかということで調べたいと思いま

す。 

 

○西聖一委員 今度の大水害で、熊本港周辺

もたいぎゃ、井手先生がおっしゃるように、

土砂堆積していますけれども、熊本港に今度

予定するぱしふぃっくびいなす、これは就航

は大丈夫なんでしょうか。 

 

○井手順雄委員 大丈夫です。反対側が埋ま

っとるだけで、熊本港の中に入っていませ

ん。御心配なく。 

 

○森浩二委員長 港湾課長、答えんでよか。

いいかな。 

 

○西聖一委員 はい、よかです。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、以上で本日の議

題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第６回建設常

任委員会を閉会いたします。どうもお疲れで

した。 

  午前11時59分閉会 
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